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入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

  

令和８年３月１３日 

石川県済生会金沢病院 

院 長 荒木  勉 

１． 入札に付する事項 

（１） 入札案件 

石川県済生会金沢病院 病棟カーテンメンテナンス付リース業務 

（２） 仕様書 

別紙 仕様書のとおり 

（３） リース期間 

令和８年５月１日から令和１５年４月３０日（７年：８４ヵ月） 

（４） 納入場所 

石川県済生会金沢病院 

（５） 入札方法 

最低価格落札方式をもって行う。入札に当たっては、納入に要する一切の費用を

含めた額とし、仕様書に記した 1 ヶ月分の見積額を記載し提出すること。落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。 

 

２． 入札参加資格 

（１）  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という）第 167条の４に

規定する者に該当しない者であること。 

（２）  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条

第２号から第４号まで及び第６号に該当しない者であること。 

（３）  民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に

基づく手続き開始の申立をした者又は開始の申立をされた者に該当しない者である

こと。 

（４） 当会の理事長又は理事等が特別の利害関係を有する業者でないこと 

（５） 過去に、貴社本社、支社支店及び代理店が、石川県競争入札参加資格審査申請書営

業種別「その他」、もしくは全省庁統一一般競争（指名競争）参加資格審査において、

競争入札に参加する資格を有すると認められなかった経験（資格停止）がないこと。 

（６） 石川県内に本社・支店又は営業所を有し、緊急時に迅速な対応が取れること。 

（７） 所管の保健所にクリーニング所開設届の届出がされていること。（北陸三県に限る） 

（８） クリーニング師を有する認定工場を有すること。（北陸三県に限る） 
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（９） クリーニングメンテナンスの対応の実績を確認する上で、過去５年間、石川県内に

おいて、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する当院規

模の病院（260 床前後）又はそれ以上の規模の病院で、36 ヶ月以上継続して行った

実績を有する者であること。 

（１０） 仕様書に定める内容を確実に実施することができること。 

 

３．入札参加資格確認申請書の提出期限及び場所 

（１）  入札者は、１(１)の調達内容について入札参加資格確認申請書に２の参加資格を証

明できる書類を添付して、令和８年３月３０日（月）までに４(１)の場所に提出しな

ければならない。なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

（２） 入札参加資格審査結果は、申請者に通知する。 

 

４．入札書の提出場所等 

（１） 入札書の提出場所、仕様書等の交付場所及び問合せ先担当部署 

〒920-0353 金沢市赤土町二 13-6 

石川県済生会金沢病院 事務部 施設用度課 担当者 町田 淳 

連絡先 TEL：076-266-1060(代表番号) 

（２） 入札の日時、場所等 

日  時 令和８年３月３１日（火）午前１０時 

場  所 石川県済生会金沢病院  医局会議室１ 

（３） 入札書 

入札書は別に定める様式にて提出するものとし、持参のみとする。また、入札書には

１（5）のとおり消費税及び消費税を含まない金額を記載すること。 

（４） 参加者 

  入札の参加者は、代表者又は代表者からの委任状に記載された代理人に限る。 

（５） 入札説明会 

実施しない。 

 

５．その他 

（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

（３）入札の無効 

この公告に示した競争入札参加者資格のない者又は入札者に求められる義務を履行

しなかった者が提出した入札書は、無効とする。 

（４）契約書作成の要否 

   要 

（５）提出された書類の作成及び提出に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（６）落札者決定後、不明または錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。 

（７）提出された書類は、提出期限後は返却しない。 


